
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 土居 昌弘

１ 日 時

平成２７年３月５日（木） 午前１０時５７分から

午前１１時４３分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

土居昌弘、油布勝秀、末宗秀雄、近藤和義、守永信幸、久原和弘、元 俊博

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

農林水産部長 工藤利明 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第５０号議案のうち本委員会関係部分及び第５５号議案から第５８号議案について

は、可決すべきものと全会一致をもって決定した。

（２）阿蘇山からの降灰による農作物等への対応について及び高病原性鳥インフルエンザ

の対応について、執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 大久保博子

政策調査課政策法務班 副主幹 阿孫正明



農林水産委員会次第

日時：平成２７年３月５日（木）本会議終了後

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係

（１）付託案件の審査

第 ５０号議案 平成２６年度大分県一般会計補正予算（第５号）

（本委員会関係部分）

第 ５５号議案 平成２６年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算

（第１号）

第 ５６号議案 平成２６年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１

号）

第 ５７号議案 平成２６年度大分県就農支援資金特別会計補正予算（第１号）

第 ５８号議案 平成２６年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）

（２）諸般の報告

①阿蘇山からの降灰による農作物等への対応について

②高病原性鳥インフルエンザの対応について

（３）その他

３ 協議事項

（１）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

土居委員長 ただいまから、農林水産委員会を開きます。

皆さんにお願いいたします。この第３委員会室では、委員も執行部の皆さんも全員マイ

クの使用をお願いします。マイクは発言の都度、オン・オフをしてください。

また、マイクの数に限りがありますので、慌てなくて結構ですから、私の指名を受けて

からマイクを回していただき、ゆっくり・はっきりと発言をお願いします。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けました議案５件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより審査に入ります。

まず、第５０号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第５号）のうち、本委員会

関係部分について、執行部の簡潔な説明を求めます。

工藤農林水産部長 第５０号議案平成２６年度大分県一般会計補正予算（第５号）のうち、

農林水産部関係についてご説明申し上げます。

私から、全般的な事項についてご説明申し上げまして、個別事項については各課室長か

ら説明しますのでよろしくお願いします。

農林水産委員会資料の１ページをお願いいたします。

補正予算（第５号）の総額ですが、上の表の（１）予算のうち、２６年度３月補正予算

額の計（イ）の欄の左から３番目にありますように、８７億８，８５９万７千円の減額と

なりまして、補正後の予算額は、２つ右の（Ｂ）にありますように４５６億９，５０８万

８千円となり、前年比８．０％の減となります。

補正内容につきましては、森林整備加速化・林業再生交付金関係事業で１６億９，０６

９万７千円など、国の補正予算で３７億４，１９１万円を増額する一方で、災害復旧事業

や公共事業を初めとして執行見込みに応じて１２５億３，０５０万７千円を減額を行うも

のです。

なお、まち・ひと・しごとの創生に向けて地域住民生活等緊急支援のための交付金が創

設され、県では、まち・ひと・しごと創生事業費として、ＵＩＪターン促進、しごとづく

り、子育て支援の３分野に重点化し、効果の高い事業を先行実施することとしております。

予算としては、資料の中ほどに、まち・ひと・しごと創生事業費の１番下の県合計欄に記

載していますとおり、１４事業、１４億４，３８８万９千円を企画振興部で一括計上して

います。農林水産部分としては、３事業、２億６，１５９万８千円をお願いしているとこ

ろであります。

公共事業費につきましては、２ページをごらんいただきたいと思います。下の表に予算

区分毎にお示ししていますが、一般公共事業では、今年度は農業農村整備事業を中心に国

庫の内示が見込みを大きく下回ったこと等により、資料中ほどの一般公共事業費計にあり

ますとおり４６億９，９５１万３千円を減額する一方で、国の補正予算を５億９，２７４

万５千円を受け入れることとしております。

災害復旧事業費につきましては、下から５行目にありますように、本年度は台風や大雨

による大規模な災害が少なかったことから３８億９，７８２万８千円を減額する結果、公
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共事業全体としては、計欄にありますように８４億５，３９４万３千円の減額となってお

ります。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

追加議案書の１６ページをお願いいたします。

まず、追加ですが、第６款農林水産業費１０７億１，７４９万８千円です。

その内訳は、第１項農業費６億５，９５１万９千円、第２項畜産業費１億３，０２５万

円、第３項農地費２６億８，３０６万４千円。これは国の補正予算受け入れ及び地元調整

に不測の日数を要したことなどによりまして、年度内執行が困難となるためであります。

次に、１８ページの第４項林業費４７億９６８万５千円。これは国の補正予算で措置を

された森林整備加速化・林業再生交付金の受け入れ、また、用地交渉に不測の日数を要し

たことなどによって、年度内執行が困難になったものでございます。

次に、１９ページの第５項水産業費２５億３，４９８万円です。これは、漁協等との調

整に不測の日数を要したことなどによるものでございます。

続きまして、２６ページの第１１款災害復旧費のうち、農林水産部関係分は、６億９，

５１０万１千円です。その内訳は、第１項農林水産業施設災害復旧費５億８，３４７万７

千円、第２項土木施設災害復旧費のうち、２７ページの２段目漁港災害復旧事業費１億１，

１６２万４千円、その下の農地海岸災害復旧事業費２千万円、合わせて１億３，１６２万

４千円であります。これは、国の交付決定が３月に行われることなどによるものでありま

す。

次に、追加議案書の２９ページをお願いします。

債務負担行為でありますが、６の国営大野川上流直轄事業負担金３億８，３６５万８千

円については、国が行う今年度工事の事業費が決定したことに伴いまして、翌年度以降の

負担金を計上するものであります。

７の農業水利保全豊後大野地区水路改修事業、８の農業水利保全大中尾地区ダム施設改

修事業は、いわゆるゼロ国債でありまして、予算計上は２７年度になりますが、早期の事

業執行を行うために、債務負担行為を設定させていただくというものであります。

次に、３１ページの変更であります。

５の公益社団法人全国農地保有合理化協会への損失補償関係から、次のページの１８農

村振興諸田定留地区跨線橋建設事業までが農林水産部関係ですが、これは、各種農林漁業

制度資金の貸付実績や契約金額の確定等に基づくものであります。

以上で私の説明を終わらせていただきます。

引き続き各課室長から個別事項についてご説明申し上げます。

本多農地農振室長 続きまして、通常事業の説明に移らせていただきます。

農地農振室分についてご説明いたします。

予算説明書の２４２ページをお願いいたします。

事業名の下から２番目の農地中間管理推進事業６，４１７万２千円の増額であります。

担い手への農地の集積・集約を進めるため、農地中間管理機構への支援、機構へ農地を

出す農業者に支援をいたします、機構集積協力金の交付等に要する補助金を国から受けま

して、基金に積み立てるものでございます。

以上でございます。
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矢田団体指導・金融課長 団体指導・金融課分についてご説明いたします。

予算説明書の２２３ページをお願いいたします。

農業金融対策事業費４億２，２５８万５千円の減額でございます。

１番右の説明欄の上から７番目、農山漁村女性・若者活動支援資金貸付金や、その３項

目下の、被災した農業者に借りかえによる経営支援を行う特定災害対策アシスト資金貸付

金等で、資金需要が見込みを下回ったことによるものでございます。

以上でございます。

渡邊農山漁村・担い手支援課長 農山漁村・担い手支援課分についてご説明いたします。

予算説明書の１２３ページをお開き願います。

上から４番目のまち・ひと・しごと創生事業費１４億４，３８８万９千円の右側の説明

欄の上から３番目、新規事業移住就農者拡大対策事業費１，００９万８千円です。

本県への就農を促進するため、これまで、福岡で行っていた本県独自の就農セミナー・

相談会を東京、大阪で開催するとともに、県外からの就農希望者が、週末体験や短期研修

を受講するに当たり、宿泊や移動等に係る経費の一部を助成するものです。

本事業により、都市圏から本県へ就農するという距離のハードルを引き下げ、地域育成

型就農システム支援事業において整備する就農学校及びファーマーズスクールの研修生確

保を図ります。

以上でございます。

矢野おおいたブランド推進課長 おおいたブランド推進課関係分についてご説明いたしま

す。

予算説明書の１２４ページをお願いいたします。

まち・ひと・しごと創生事業費となりますが、右側の説明欄の上から２番目、新規事業

新規就農創出基盤整備事業２億円についてご説明いたします。

この事業は、今後、見込まれる園芸品目への新規就農者の増加に対応して、円滑な就農

基盤の整備と新規就農者の初期費用を軽減するため、大分県農業農村振興公社が実施する

大規模リース団地の整備に要する経費の一部を助成するものです。

次に、その１つ下の新規事業、農林水産物輸出促進対策事業費５，１５０万円について

ご説明申し上げます。

この事業は、農林水産物の輸出拡大を図るため、ベトナムなどでの大分県農林水産物フ

ェアの開催による新規取引国の拡大や、中核的農家や企業による新たな輸出の取り組みを

支援し、農林水産業者の所得拡大を図るものでございます。

次に、２２６ページをお開きください。

上から２番目の６次産業化サポート体制整備事業費２億１，８８１万８千円の減額でご

ざいます。

これは、国から交付されます６次産業化ネットワーク活動交付金の財源不足などから農

林漁業者が行う施設整備が実施できなかったことなどによる減額でございます。

次に、２３１ページをお願いします。

１番上の次世代を担う園芸産地整備事業費３億５，７９３万３千円の減額でございます。

これは、パプリカの栽培施設整備において、事業内容の一部について実施年度を見直し

たことなどにより減額するものでございます。
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以上でございます。

石井農村基盤整備課長 農村基盤整備課分についてご説明いたします。

予算説明書の２４５ページをお願いいたします。

農業農村整備事業費としましては、下から２段目の基幹水利施設管理事業費から、２４

８ページの海岸保全事業費までのうち２０事業、３３億２，３０４万２千円の減額でござ

います。

これは、主に国の内示が当初の見込みを下回ったことに加えまして、小水力発電施設整

備事業費において発電施設の建設工事に着手する予定でしたが、九州電力が再生可能エネ

ルギーによる電力の自給バランスの問題から発電施設の接続申し込みの回答を保留したた

め、今年度の工事発注を見合わせたことによるものでございます。

以上でございます。

諏訪林務管理課長 林務管理課関係分についてご説明いたします。

予算説明書の２５１ページをお願いします。

森林整備加速化・林業再生交付金関係事業としましては、上から３番目の林業再生県産

材利用促進事業費、１番下の力強い林業事業体育成事業費ほか４事業で１６億９，０６９

万７千円の増額でございます。

これは、従来の基金事業が交付金事業に変更となったもので、林業、木材産業の構造改

革を推進するため、木質バイオマス利用施設等の整備や高性能林業機械の導入等を支援す

るものでございます。

次に、同じく２５１ページ下から３番目、木造建築物等建設促進総合対策事業２億３，

７０５万４千円の減額でございます。

これは、地域材の利用促進のため、木造建築物への助成等を行うものですが、国からの

内示額の減や事業主体の都合により減額したこと等によるものです。（「さっきの１６億

円って何」と言う者あり）１６億９，０６９万７千円は、今回、国の補正予算で措置され

ました森林整備加速化・林業再生交付金関係事業でございます。（「どこにあるの」と言

う者あり）説明書の４９ページの１番下の欄に森林整備加速化・林業再生交付金１６億９，

０６９万７千円が書いてあると思いますが……。この１６億９千万円の国からの交付金を

受けて実施する事業が、今、ご説明申し上げました林業事業体育成事業費等でございます。

近藤森との共生推進室長 森との共生推進室関係分についてご説明いたします。

予算説明書の２５８ページをお願いいたします。

下から２番目の鳥獣被害総合対策事業１億８，５３３万８千円の増額でございます。

主な内訳は、国の鳥獣被害防止総合対策交付金１億８，６７７万４千円の増額です。

これは、イノシシ等の侵入防護柵等の被害防止施設の設置を支援するもので、国の交付

金を積極的に受け入れたことによるものです。

一般会計補正予算についての説明は、以上でございます。

土居委員長 以上で、説明は終わりました。これより、質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 別にご質疑等もないので、これより、採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり可決すべきものと、決すること

にご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、特別会計補正予算４つの議案をまとめて審査します。

第５５号議案から第５８号議案まで、一括して執行部の簡潔な説明を求めます。

矢田団体指導・金融課長 第５５号議案平成２６年度大分県林業・木材産業改善資金特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。

予算説明書の４１５ページをお願いいたします。

表の左から３列目にある補正予算額の１番下の欄にありますように、歳入・歳出とも、

貸付勘定２２万７千円の増額及び業務勘定２４０万６千円の減額でございます。

その主な内訳ですが、４１８ページをお願いいたします。

３の歳出の第１款貸付勘定の第１項林業・木材産業改善資金２億９，２２０万７千円の

増額等と第２項木材産業等高度化推進資金２億９，２００万円の減額等によるものです。

これは、当初予算編成時には確定していなかった平成２５年度からの繰越金が確定した

ことに伴い所要の補正を行うものと、木材産業等高度化推進資金貸付金の資金需要が見込

みを下回ったことなどによるものです。

続きまして、第５６号議案平成２６年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第

１号）についてご説明いたします。

予算説明書の４２１ページをお願いいたします。

表の左から３列目にある補正予算額の１番下の欄にありますように、歳入・歳出とも、

貸付勘定３億５２４万１千円の増額及び業務勘定１５６万９千円の減額でございます。

その主な内訳でございますが、４２４ページをお願いいたします。

３の歳出の第１款貸付勘定の第１項沿岸漁業改善資金貸付金３億５２４万１千円の増額

と業務勘定の事務費等の減額によるものです。

これは、当初予算編成時には確定していなかった平成２５年度からの繰越金が確定した

ことに伴い、所要の補正を行うものです。

以上でございます。

渡邊農山漁村・担い手支援課長 第５７号議案平成２５年度大分県就農支援資金特別会計

補正予算（第１号）についてご説明いたします。

予算説明書の４２７ページをお願いいたします。

補正予算額の１番下の欄にありますように、貸付勘定、業務勘定合計で９，４９１万３

千円の増額であります。

その主な内訳ですが、４３０ページをお願いいたします。

歳出の第１款貸付勘定の事業名の欄の就農支援資金貸付金９，４７３万５千円の増額と

業務勘定の事務費等の増額によるものです。

これは、当初予算編成時には確定していなかった平成２５年度からの繰越金が確定した

ことなどに伴い、所要の補正を行うものです。

以上でございます。

峯﨑森林整備室長 第５８号議案平成２６年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１

号）についてご説明いたします。
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予算説明書の４３３ページをお願いいたします。

補正予算額の１番下の欄にありますように、全体で６，２７９万９千円の増額でありま

す。

その主な内訳ですが、４３５ページをお願いいたします。

第１款第１項県営林事業費第１目伐採事業費の負担金補助及び交付金５，０７５万４千

円の増額です。

これは、主伐による財産収入の増に伴う、土地所有者に対する分収交付金の増によるも

のです。

次に、４３７ページをお願いいたします。

第２項県民有林事業費第１目伐採事業費の委託料５６６万円の減額です。

これは、森林作業道の開設について、公共造林補助事業から定額補助である森林整備加

速化・林業再生基金活用事業に変更して実施したことによる委託事業費の減によるもので

す。

次に、負担金補助及交付金８９２万９千円の増額です。

これは、平成２５年度に主伐を実施した箇所の一部について、土地所有者に対する分収

交付金を今年度支払ったことによるものです。

特別会計補正予算案の説明については以上でございます。

土居委員長 以上で、説明は終わりました。これより、質疑に入ります。

末宗委員 ４２４ページですけど、沿岸漁業の改善資金なんだけど、既決予算、農業が９

千万円ぐらいの補正で、漁業のほうが人数は少ないんだけど、当初が２億で、今度３億の

補正ということで、これは誰に渡るんかな、金は。

矢田団体指導・金融課長 これは沿岸漁業改善資金につきましては、県からは漁協のほう

に委託をしまして、それから、漁協が漁業者のほうに融資するものでございます。

末宗委員 これは融資ということですね。今、融資で今までの勘定で取りつけで残ってい

る分というのは大体どのくらいありますか。

矢田団体指導・金融課長 済みません、ここに直接その漁業に関する分の融資についての

貸付資金の分の資料を持っていませんので、後ほどご報告させていただきますけれども、

漁業に関する制度資金につきましては、金融機関から融資する利子補給と、それから、貸

付残額につきましては、１億４，２５５万２千円でございます。

末宗委員 支払いが滞っている分をさっき聞いたんだけど。

矢田団体指導・金融課長 １，９１８万円でございます。

土居委員長 ほかにご質疑等もないので、これより、採決いたします。

まず、第５５号議案平成２６年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第

１号）について原案のとおり可決すべきものと決することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第５６号議案平成２６年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

について原案のとおり可決すべきものと決することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕
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土居委員長 ご異議がないので、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第５７号議案平成２６年度大分県就農支援資金特別会計補正予算（第１号）につ

いて原案のとおり可決すべきものと決することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第５８号議案平成２６年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）につい

て原案のとおり可決すべきものと決することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 ご異議がないので、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より、報告をいたしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

渡辺審議監 長引いております阿蘇山からの降灰による農作物等への対応についてご報告

いたします。委員会資料の３ページをお願いします。

１阿蘇山の噴火状況は、昨年１１月２５日に中岳で小規模な噴火が発生し、現在まで噴

火は継続しております。今後も噴火が繰り返し発生する可能性があると気象台の発表でご

ざいます。

２農作物等の状況でありますが、２月中旬から竹田市の菅生地区では既にレタスの定植

が始まっております。今後、レタス、スイートコーンと定植されていきます。

また、シイタケも、春子の発生時期を迎えております。

３経過でありますが、昨年１１月２８日に公表いたしました降灰対策マニュアルに対象

品目を追加して、その都度内容の充実を図っております。

１１月２９日以降、竹田市の生産者との意見交換を適時実施し、降灰による影響と、対

策に関する要望等を確認しております。

２月１０日から、降灰の範囲と量を把握するため、降灰量調査を始めました。

次のページ、４ページをごらんください。

上段に降灰量調査を実施しております１６地点の箇所と、阿蘇山からの季節ごとの風向

きを赤い矢印で示しております。下段に降灰量の重量から換算いたしました堆積厚を掲載

しております。最新の調査では、１０地点で降灰が確認されておりますが、いずれも千分

の数ミリメートル程度であり、ごく微量となっております。

前のページにお戻りください。

２月１６日に竹田市や日田市など、今後被害が懸念される市町との意見交換を行い、２

月１８日には植えつけが始まった中、できるだけ早い段階で、生産者の生産に対する不安

を緩和して、生産意欲の減退を防ぐため、また、風向きは変わり被害をもたらす可能性が

増加することから、専決処分で火山活動降灰対策事業を創設させていただきました。

事業内容は、園芸作物、シイタケなどを対象に、作物及びハウス洗浄用の機械を整備す

る経費、作物を覆う被覆資材、灰による土壌酸度を矯正する土壌改良資材の購入経費に対

し、３分の１の助成を実施するものです。
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４今後の対応でありますが、市町と連携し、本事業による降灰対策を実施するとともに、

活動火山対策特別措置法に基づく防災営農施設整備計画の作成に努め、被害ができるだけ

最小になるよう降灰対策を実施してまいります。

なお、計画を作成するためには、降灰による農作物の損失額が平年の総収入額の１０分

の１以上と見込まれることを示す必要があるため、市町と連携しながら被害の把握にも努

めてまいります。

以上でございます。

吉武畜産振興課長 宮崎・山口県で発生した高病原性鳥インフルエンザの県内対応につい

てご報告いたします。委員会資料の５ページをお願いいたします。

まず、全国の発生状況と県内の防疫対応についてですが、宮崎県延岡市で１２月１６日

に１例目が発生し、現在まで宮崎県２例、山口県、岡山県、佐賀県の各１例ずつ計５例発

生しましたが、各県の迅速な初動防疫により続発なく終息しております。

県内の防疫対応としましては、宮崎県の１例目では、発生農場から半径３～１０キロメ

ートルの搬出制限区域に佐伯市の養鶏農家が１戸含まれ、国道１０号線と３２６号線の２

カ所に車両消毒ポイントを設置いたしました。搬出制限については１２月１８日に家禽卵

の制限が条件つきで解除され、実質的な農家の損害はないと考えております。なお、宮崎

県が行った清浄性確認検査の結果により１２月３１日をもって搬出制限区域の解除と車両

消毒ポイントを廃止いたしました。

また、１２月３０日の山口県の事例では発生農場から宇佐市のふ化場へ出荷された種卵

３万２４０個が汚染物品とされ、同日、宇佐家畜保健衛生所で焼却処分をいたしました。

このように、すでに本病ウイルスが野鳥を中心に広範囲に侵入しており、本病を防ぐた

めには防鳥ネットにより野鳥の侵入を防ぐほか、農場へ入る際の靴底消毒の徹底等を養鶏

農家に指導しており、万一、異状な鳥等を発見した際には早期に届け出するよう呼びかけ

ているところです。

なお、韓国の高病原性鳥インフルエンザと口蹄疫の発生状況についてですが、高病原性

鳥インフルエンザは、昨年の１月から現在まで３１５件の発生が確認されています。また、

口蹄疫についても昨年の７月から現在まで１２４件の発生が確認されており、隣国での発

生ではありますが、韓国との人的交流が活発なことから、入国時の水際防疫に加えて農場

出入口の消毒など防疫対策の徹底を指導しております。

以上で諸般の報告を終わります。

土居委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑があればお願いします。

末宗委員 高病原性鳥インフルエンザの件だけど、日本は大したことないみたいだけど、

韓国ですね、これは人間にうつったりとか、そういうところは今どういう程度のレベルで

行っているのかな。レベルだっていろいろあるだろうけど、どの段階の数値を示している

のか、ちょっと教えていただきたいと思います。

吉武畜産振興課長 韓国で鳥インフルエンザＨ５Ｎ８の人への感染例というのは、報告さ

れておりません。最近、人への感染例が継続しているのは、中国のほうのＨ７Ｎ９のウイ

ルスによる人への感染というのは、継続してあるというふうに聞いております。

末宗委員 大体レベル、危険度が１から１０まであるのか、何ぼまであるのか知らないけ
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ど、そのレベルは今、大体どんな状況ですか。

吉武畜産振興課長 家禽というか、鳥の感染の関係では、そのレベルというのはございま

せん。ただ、人の新型インフルエンザの関係では、たしかフェーズ１からフェーズ５まで

あったと思いますが、国内でそういう感染事例というのがないので、多分１番下のレベル

だというふうに考えております。（「中国は何ぼって、わからないですか」と言う者あ

り）中国はちょっとわかりません。

土居委員長 ほかにご質疑等もないので、以上で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

油布副委員長 県の畜産公社の新設の工事の発注の件で、大体これ、動きがよくわからな

いんだけど、６月発注ぐらいの予定になるんじゃないかといううわさがたっております。

大規模な建築工事では、一般的には建築本体工事とか、電気工事とか、空調工事とか、

給排水工事で分割して通常、そういうことをするんですが、建築一式工事、一括発注とす

れば、スーパーゼネコンだけしか取らないじゃないかということで、業者の方が私のとこ

ろや、関係者のところに話がどんどん行っているようにあるんです。

スーパーゼネコンといったら東京からみんな来るんですが、そこがお金を吸い上げて帰

って、税金は東京に落とすわけですね。それで、できれば、地元企業に分担してやれるよ

うな方策はないものかなと。せっかく県内でこういう工事があって、県の人は、県内企業

は指くわえて見ておるというのはいかがなもんかなあと。そこら辺を県のほうから、県内

の、市内の業者とか、そういう人たちが受注できるような計らいはできないものかと……。

まさしく彼らが言うとおりでございまして、きょうその返事をもらおうとは思っていま

せん。この次のときに大体そういう方向づけで出していただいて、せっかく大分県にお金

が落ちようかとするときに、そのスーパーゼネコンにお金を持って東京に帰ってもらうの

がいかがなもんかなあと思ってですね。それだけでございます。

そういうことで、部長、農協のほうのところとちょっと話をしてみて、そういう意見が

もういっぱい出てきよるですね。大変申しわけないんだけど、畜産公社のほうと佐藤社長

とか、今吉専務とか、そういう方々と話をしていただきたいなと。この次の委員会のとき

までお願いしたいです。（「見解はあるんかい、もう出てるんかい」と言う者あり）

工藤農林水産部長 早速公社のほうに状況を聞いて確認をしてみたいと思っています。

土居委員長 次回委員会までに報告をお願いします。

ほかにないようですので、これをもちまして、農林水産部関係の審査を終わります。

執行部の皆様はお疲れさまでございました。

〔農林水産部退室〕

土居委員長 この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 別にないようですので、これをもちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


